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第 １ 章  名称 及び 所在地 
 
第 １ 条   本会は東深沢小学校ＰＴＡと称し、昭和２４年４月１日に設立し所在地を 

  東京都世田谷区深沢３－７－１世田谷区立東深沢小学校（以下、「本校」

という）内におく。 

 

 

  第 ２ 章  目 的 
 
第 ２ 条 本会は次の事項を目的として活動する。 

 １． 児童が心身ともに健やかに伸び、幸福になるよう、教育に対する 

  会員の理解を深め、これを推進する。 

 ２． 保護者間及び教職員との親睦を深める。 

 ３． 児童の安全と地域内の教育環境の整備をはかる。 

 

 

  第 ３ 章  方 針 
 
第 ３ 条 本会は教育活動向上のための民主団体として活動する。 

 

第 ４ 条 本会は非営利的、非宗教的、非政党的な団体であって、本会及び本会 

 役員は、その名において営利的、宗教的、政党的活動その他本会の 

 目的に反する団体及びその事業に関係をもつことはできない。 

 

第 ５ 条 本会は子どもたちの福祉のために活動する小学校ＰＴＡ連合協議会や 

 諸団体及び諸機関に協力する。 

 

第 ６ 条 本会は国及び地方公共団体による適正な教育予算の充実を期する。 

 

 

  第 ４ 章  会 員 
 
第 ７ 条 本会の会員となることのできるものは、本校に在籍する、児童の保護者

 （以下Ｐ会員という）と、本校に勤務する教職員（以下 Ｔ会員という）

 とし、本会の目的に賛同して入会した者を会員とする。 会員はすべて

 平等の権利と義務をもつ。 

 

第 ８ 条 本会に入会しようとする保護者又は教職員は、この会に入会を届け出

 るものとする。ただし、年会費を納入したときには、入会の届け出をお

 こなったものとみなす。 
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第 ９ 条 会員の個人情報は、ＰＴＡ活動以外の使用を禁止し、外部への情報流 

 出に十分留意する。また、保管期間は原則１年とし、期間終了の際には

 情報を処分する。 

 

 

  第 ５ 章  経 理 

 
第 １ ０ 条 本会の経費の運営は、ＰＴＡ会費、寄付金その他で行われる。 

 

第 １ １ 条 ＰＴＡ会費は毎年、年度始めに一世帯年額２,４００円（保険料は、 

家庭数により年度に定める）を指定の方法により一括納入する。 

 振り込みの場合、手数料は会員負担とする。  

但し、災害や疫病等の不測の事態や社会情勢によりPTA活動が制限さ

れる場合はPTA総会の承認をもって単年度に限り会費額を変更するこ

とができる。 

年度途中入会者については月割りで転入月からの分を一括納入する。

 年度途中退会者については返金しない。 

 

第 １ ２ 条 本会資産は、第２章の目的達成のため以外に使用してはならない。 

 

第 １ ３ 条 本会の経理はすべて総会で決定された予算にもとづいて会長の責任に 

 おいて行われる。予算外の流用は運営委員会の議決を要する。 

 

第 １ ４ 条 本会の経理はすべて会計監査の監査を経て総会に報告しなければなら 

 ない。監査は毎学期行うものとし、運営委員会に報告をする。 

 

第 １ ５ 条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、３月３１日に終わる。 

 

 

  第 ６ 章  役員、会計監査及び 職員 
  
第 １ ６ 条 本会の役員及び会計監査は次の通りとする。役員は、他の役員及び会計

監査を兼ねることはできない。 

 

 １． 会  長 １名（Ｐ１） 

  副 会 長 若干名（Ｐ若干名・Ｔ１） 

  書  記 ３名（Ｐ２・Ｔ１） 

  会  計 ３名（Ｐ２・Ｔ１） 

  会計監査 ２名（Ｐ２） 
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 ２． 役員及び会計監査の任期は１年とし、毎年４月１日から始まり、翌年 

  ３月３１日に終了する。但し、再任を妨げない。 

 

 ３． 会長及び会計監査（本会の目的に賛同する保護者以外の外部監査委 

  員は除く）は同一役職での再任を連続２期（２年）は超えないもの 

  とし、他役員は同一役職もしくは他役職に引き続き選任されること 

  ができる。 

  但し、役員ならびに会計監査（本会の目的に賛同する保護者以外の 

  外部監査委員は除く）の職にあることが通算して６年を超えること 

  はできない。 

 

  ４．役員及び会計監査に欠員が生じ補充された役員の任期は前任者の残 

    任期間とし、補充される役員は運営委員会にて承認される。 

 

  ５．会計監査については、学校長の推薦を経て運営委員会の承認のも 

    と、本会の目的に賛同する保護者以外を選任することができる。適 

    応事項については本規約に記する事項と同様とする。 

 

 ６．Ｔ会員の役員については上記の制限は適用されない。 

  

第 １ ７ 条 役員及び会計監査は総会で出席会員による一括信任により決定する。 

 但し、補充に関しては運営委員会に一任する。 

 

第 １ ８ 条 役員及び会計監査の兼任は認めない。 

 

第 １ ９ 条  本会に有給職員をおくことができる。有給職員は、運営委員会の 

 決定により会長が委嘱する。 

 

 

  第 ７ 章  役員 及び 会計監査の任務 
 
第 ２ ０ 条 役員の任務は次の通りとする。 

 １． 会長は本会を代表し、総会、運営委員会を招集する。 

 ２． 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれに代わる。 

 ３． 書記は総会、運営委員会の議事を記録保管し、諸会合、諸行事の 

  通知を行う。 

 ４． 会計は本会のすべての出納を行い、財産を保管する。 

 

第 ２ １ 条 会計監査は経理を監査し、総会に報告する。 
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  第 ８ 章  総会 及び 運営委員会 
 
第 ２ ２ 条 総会は定例、臨時の２つとし、定例総会は年度始め及び年度末に開催す

る。形式は原則書面総会とし、総会では次の事項を行う。 

 年度始めの総会 

１． 前年度決算報告の承認 

２． 新年度事業計画、会計予算（案）の承認 

３． 規約の改正 

４． その他 

 

 

 年度末の総会 

１． 今年度の中間収支報告 

２． 新年度役員及び会計監査の承認 

３． 規約の改正 

４． その他 

  

第 ２ ３ 条 総会は委任状をも含めて会員の過半数の出席により成立する。通常の 

 決議は、出席会員の過半数の同意を必要とする。 

 

第 ２ ４ 条 運営委員会が必要と認めたとき、または会員の５分の１以上の要求が 

 あったときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。 

 

第 ２ ５ 条 運営委員会は、役員及び委員長、副委員長によって構成される。 

 

第 ２ ６ 条 運営委員会は、会長が必要と認めたとき、または会計監査の要求が 

 あったとき、会長が招集して開かれる。 

 

第 ２ ７ 条 運営委員会は次の事項を行う。 

 １． 各委員会の事業計画の審議、承認 

 ２． 総会に提出する案件及び報告の承認 

 ３． 特別委員会の設置及び委員の承認 

 ４． 予算流用に関する原案の検討、承認 

 ５． 役員及び会計監査に欠員が生じた場合の補充 

 ６． 事務局有給職員に関すること 

 ７． 本規約の運用に関する細則及び諸規定の審議決定 

 ８． その他会運営上の一般事項及び緊急事項の立案、審議、承認 

 

第 ２ ８ 条 会計監査は求めに応じ、運営委員会に出席できる。但し、発言権はある 

が、議決権はもたない。 
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運営委員会は構成員の2分の1以上の出席で成立し、議決は出席者の過

半数で決定される。 

 

 

  第 ９ 章  学級委員会・学年委員会 
 
第 ２ ９ 条 1 .  本校児童が所属する各学級のＰ会員は年度毎に学級代表 

 １名（新1年は2名）を互選する。 

 2. 本校児童が所属する P 会員は年度毎に文化厚生 10 名、広報 

 8名、地域イベント8名を互選する。 

 

第 ３ ０ 条 学級委員会は第29条で互選されたP会員と、学級担任等Ｔ会員によっ 

 て構成される。学級委員会は、学級ＰＴＡの親睦を目的とした企画・運

営を行い、学級代表委員が招集し随時開く。 

 

第 ３ １ 条 学級委員会は、合同して学年委員会を開き学年代表等を互選する。 

学年代表は学級代表委員より選ぶ。学年委員会は学年代表が必要に応じて招集す

る。 

 

  第１０章  推薦委員会 
 
第 ３ ２ 条 Ｐ会員は次年度が始まる前に、１～４年生の保護者の中から推薦委員 

 若干名を選出する。推薦委員は次年度の役員、会計監査の候補者選考を 

 今年度の役員と協力して行う。 

 

第 ３ ３ 条 ＰＴＡ役員より１名、Ｔ会員より副校長が推薦委員に加わる。 

 

第 ３ ４ 条 推薦委員は役員のもと独立した下部組織とし、役員・会計監査及び他の 

 委員と兼任することはできない。 

 

 

  第１１章  校外委員会 
 
第 ３ ５ 条 １．本校児童が所属するP会員は年度毎に他委員会と同様に学級代表委 

  員会主導のもと若干名の委員を応募・選考する。 

 ２．校外委員は、学校・行政・地域が主催の行事の補助を必要に応じて 

   行う。 

 3． 校外委員は、役員・会計監査及び他の委員と兼任することはできない。   
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  第１２章  各委員会 及び 特別委員会 
 
第 ３ ６ 条 委員会は次の７つとし、それぞれ次の任務をもつ。 

 １． 学級代表委員会 学級会員の掌握、学級ＰＴＡの親睦を目的と 

      した運営の指揮をとる。また、研修活動を行 

う。 

 ２． 文化厚生委員会 家庭教育学級を開催する。学校その他の教育 

      環境の充実に協力する。 

 ３． 広 報 委 員 会 広報活動をする。 

  

 ４． 校 外 委 員 会 学校及び地域と連絡を取りながら児童の校外 

      生活の安全及び健全育成につとめる。 

  ５．地域イベント委員会 地域のイベントに協力し、児童の情操育成を 

               支える。 

  ６．DKO 読書活動応援委員会 「子供たちに本好きになってほしい」という思 

      いから本の世界の楽しさを感じ、本を手に取 

      ってもらうきっかけになるような活動を行い 

      ます。 

  ７．卒業対策委員会 卒業記念イベントの企画・運営および卒業ア 

      ルバムの編成支援と代金回収等の活動を行い 

      ます。 

 

第 ３ ７ 条 各委員会は委員長及び副委員長を互選する。委員長に事故あるときは 

 副委員長が代わって職務を行う。 

 

第 ３ ８ 条 各委員会にはそれぞれ１名以上のＴ会員が委員として所属する。 

 Ｔ会員の委員会所属は、Ｔ会員全員の協議により決定し、運営委員 

 会を通じて会員に報告される。 

 

第 ３ ９ 条 各委員会は、原則として月１回委員長が招集し、委員会としての 

 行事を立案し実施する。 

第 ４ ０ 条 特別委員会は必要に応じ設置され、委員長、副委員長は互選により 

 決定する。委員の任期はその設置の目的が達成するまでの期間とする。 

   

 

第１３章  実行委員会 
 
第 ４ １ 条 実行委員会は次の1つとする。 

 １．エコ実行委員会 
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第 ４ ２ 条 実行委員会の活動については、実行委員会で検討する。 

 

第 ４ ３ 条 実行委員長は、必要に応じ運営委員会に出席する。但し、発言権は 

 あるが議決権はもたない。 

 

 

  第１４章  規約の改正 及び 実施 
 
第 ４ ４ 条 この規約は総会で出席会員の３分の２以上の賛成 により改正すること 

ができる。 

 

第 ４ 5 条 この規約は、令和７年５月から実施する。 
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◆東深沢小学校ＰＴＡ 個人情報取り扱い方法◆ 

 

目 的 

第1条  この個人情報取扱規則（以下「本規則」という。）は、東深沢小学校PTA

（以下「本会」という。）が取得・保有する個人情報の適正な取り扱いに関

する基本的事項を定める。本規則により事業の円滑な運営を図るとともに、

個人情報の適正な収集・利用・管理を図り、もってプライバシーの保護を実

現する事を目的とする。 

 

指 針 

第2条  本会は個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、個人情報保護法に

則って運用管理を行い、実施するあらゆる事業を通じて個人情報の保護に努

めるものとする。 

 

周 知 

第3条  本会において取得・保持する個人情報の取扱方法については、総会資料また

は広報資料など適切な方法により会員に周知する。 

 

定 義 

第4条    本規則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

 (1) 個人情報：生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる

氏名、生年月日その他の記述または個人別に付された番号、記号その

他の符号により当該個人を識別できるもの（当該情報のみでは識別で

きないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個

人を識別できることとなるものを含む。）をいう。 

 

 (2) 保有個人情報：本会が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び

第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データで

あって、その存否が明らかになることにより、本人または第三者の生

命、身体または財産に危害が及ぶおそれがあるもの、または違法若し

くは不当な行為を助長し、または誘発するおそれがあるもの以外をい

う。  

 

 (3) 本人：前項の個人に関する情報により識別可能となる特定の個人また

は未成年者個人の保護者をいう。  

 

 (4) 役員：本会の役員会を構成する者をいう。 

 

 (5) 委員：本会の委員会を構成する者（役員を含む）をいう。 
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 (6) 教職員代表：本会の役員会及び委員会に出席する教職員の代表者をい 

う。 

 (7) 従業者：本会の指揮命令を受け、本会の業務に従事する者をいう。 

 

管理者 

第5条 １. 本会における個人情報保護管理者は、本会会長とする。 

 

2. 個人情報保護管理者は、本会における個人情報の収集、利用、管理およ

び保存ならびに開示および訂正の請求に対し、適正に処理する責務を負う。 

 本会会長は、個人情報の適正管理に必要な措置の一部を各事業を分掌する

委員会の長に委任することができる。 

 

取扱者 

第6条  本会における個人情報データベース取扱者は、本会役員・委員長とする。 

 

利 用 

第7条 本会では個人情報を次の目的のために利用する。 

 (1) PTA会費請求、管理業務等に関する連絡 

 (2) 本会の事業に関する文書等の送付 

 (3) 本会役員・委員・会員名簿等の作成 

 (4) 本会役員・委員選出等の推薦活動 

 (5) 地域イベントの名簿等の作成 

 (6) その他、事前にお知らせし同意を頂いた目的の場合 

 

個人情報の利用の制限 

第8条 本会は、収集した個人情報を事前に定めた目的以外に利用しない。ただし次

の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。 

 (1) 法令に基づく場合 

 (2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき 

 (3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要があ

る場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき 

 (4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定

める事務を遂行することに対して協力する必要があり、本人の同意を

得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

 

個人情報の取得 

第9条  1. 本会が取り扱う個人情報を収集するときはあらかじめその個人情報の利

用目的を決め本人に明示の上、同意を得ることとする。 

 (1) 氏名 

 (2) 電話番号 
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 (3) メールアドレス 

 (4) PTA役員・委員の履歴 

 (5) 会員の子である児童の氏名、学年、クラス、兄弟姉妹 

 (6) その他必要とするもので同意を得た事項 

 

 2. 前項の規定にかかわらず、要配慮個人情報等を収集する場合は、あらか

じめ別途本人の同意を得るものとする。 

 本会は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因とな

る個人情報については取得しないものとする。 

 

管理と保管 

第10条  1. 個人情報保護管理者は、個人情報の安全確保および正確性の維持のため、

次の号に掲げる事項について適正な措置を講じなければならない。 

 (1) 紛失、破損その他の事故防止 

 (2) 改ざんおよび漏洩の防止 

 (3) 個人情報の正確性および最新性の維持 

 (4) 不要となった個人情報のすみやかな廃棄または消去 

 

 2. 本会は、個人情報の取扱いの全部または一部を本会以外の者に委託する

ときは、原則として委託契約において、個人データの安全管理について受託

者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行う

ものとする。 

 

保管及び持ち出し等 

第11条 個人情報データベース・個人データを取り扱う電子機器等については、次の

号に掲げる事項について適正な措置を講じなければならない。 

 (1) 個人情報データベース・個人データはセキュリティが充実しパスワー

ド管理されたクラウドシステム等で保管する。 

 (2) 個人情報データベース・個人データは上記(1)の保管方法に加え、デー

タ保全・バックアップの観点から USB 等の物理的な記憶媒体に保存

し施錠可能な金庫等で保管し、クラウドシステム上の最新データと定

期的なアップデートを行う。 

  (3) 個人情報データベース・個人データにはパスワードを設定し管理をす 

     る。 

 (4) 個人情報データベース・個人データへのアクセス権は、個人情報の取

り扱い権限に応じた管理をする。 

 (5) 個人情報データベース・個人データの持ち出し、電子メール添付時な

どには、パスワードを設定するなど適切な管理をする。 
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第三者提供の制限 

第12条  1. 本会は、次に挙げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個

人データを第三者に提供してはならない。 

 (1) 法令に基づく場合 

 (2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき 

 (3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要があ

る場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき 

 (4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定

める事務を遂行することに対して協力する必要があり、本人の同意を

得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

 

 2. 次に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は、前項の規

定の適用については、第三者に該当しないものとする。 

 (1) 本会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全

部または一部を委託する場合 

 (2) 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨

並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範

囲、利用する者の利用目的及び当該個人情報の管理について責任を有

する者の氏名または名称についてあらかじめ本人に通知し、または本

人が容易に知り得る状態に置いているとき 

 

 3. 本会は、前項第2号に規定する利用する者の利用目的または個人情報の

管理について責任を有する者の氏名または名称を変更する場合は、変更する

内容について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態

に置くものとする。 

 

第三者へ提供に係る記録の作成等 

第13条  個人情報を第三者（第12条第1号から第4号の場合及び都道府県、区市

町村などの行政機関を除く）に提供したときは、次の項目について記録を作

成し保存する。 

 (1) 第三者の氏名 

 (2) 提供日付 

 (3) 提供対象者の氏名 

 (4) 提供情報の項目 

 (5) 提供対象者の同意を得ている旨（事業者でない個人から提供を受ける

場合は記録不要とする） 
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第三者提供を受ける際の確認等 

第14条  個人情報を第三者（第12条第1号から第4号の場合及び都道府県、区市

町村などの行政機関を除く）から提供を受けたときは、次の項目について記

録を作成し保存する。 

 (1) 第三者の氏名/住所 

 (2) 第三者が個人情報を取得した経緯 

 (3) 提供対象者の氏名 

 (4) 提供情報の項目 

 (5) 提供対象者の同意を得ている旨（事業者でない個人から提供を受ける

場合は記録不要とする。） 

 

秘密保持義務 

第15条  個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情

報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その

職を退いた後も同様とする。 

 

情報開示等 

第16条  本会は、本人から当該本人に係る保有個人情報について、書面または口頭に

より、その開示（当該本人が識別される個人情報を保有していないときにそ

の旨を知らせることを含む。以下同じ。）の申出があったときは、身分証明

書等により本人であることを確認の上、開示をするものとする。ただし、開

示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部または一

部を開示しないことができる。 

 (1) 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそ

れがある場合 

 (2) 本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

 (3) 他の法令に違反することとなる場合 

 

個人情報の訂正または削除請求 

第17条  1. 本会は、保有個人情報の開示を受けた者から、書面または口頭により、

個人情報の訂正、追加、削除または利用停止の申出があったときは、利用目

的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果を申出をし

た者に対し、書面により通知するものとする。 

 

 2. 本会は、前項の通知を受けた者から、再度申出があったときは、前項と

同様の処理を行うものとする。 

 

 3. 名簿等として既に配布しているものについての個人情報の訂正、追加、

削除または利用停止を行う場合は、訂正、追加、削除の連絡をすることでこ

れにかえる。 
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漏えい時等の対応 

第18条  1. 本規程に違反する事実または違反するおそれがあることを発見した会員

は、その旨を個人情報保護管理者に報告するものとする。 

 

2. 個人情報保護管理者は、前項による報告内容を調査し、違反の事実が判

明した場合には遅滞なく本会会長に報告するとともに関係部門に適切な措

置をとるよう指示するものとする。 

 

苦情の処理 

第19条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなけれ

ばならない。 

 

改 定 

第20条  本規則は、法令の改正または実務上の不備が発生した場合には、本会役員会

で協議・検討し、改定することができる。本規則を改定した場合は、第3条

に定める周知の方法をもって会員へ周知するものとする。 

 

附 則 

本取扱規則は、令和６年５月１日より施行する。 

  

 

 

PTA サークル規約 
 

第 １ 条 ＰＴＡサークルは、毎年6月末時点において、現東深沢小学校ＰＴＡ会 

員1名以上が在籍することを設置基準とする。 

 

第 ２ 条 ＰＴＡサークルは、過去に東深沢小学校PTA会員だった、または現ＰＴ 

Ａ会員であることを加入要件とする。 

 

第 ３ 条 各ＰＴＡサークルは、会員相互の親睦をはかり、ＰＴＡに関する理解と協 

力を深めると共に、活動の円滑化をはかることを目的として逸脱すること

のないように留意する。 

 

第 ４ 条 各ＰＴＡサークルは、ＰＴＡサークルとしての意識を高めると共に、東深 

沢小学校児童の健全育成に積極的に関与することとする。 

 

第 ５ 条 各ＰＴＡサークルは、年度初めの会員名簿を指定された期日までに役員会 

に提出し、設置基準を満たしているサークルは助成金を受けることができ

る。但し、名簿提出締め切り時点において、現東深沢小学校ＰＴＡ会員が

在籍していない場合、当年度の助成金は受け取ることができない。助成金
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は現東深沢小学校ＰＴＡ会員1名につき年額二千円（合計上限二万円）と

する。なお区小Ｐ連並びに地区Ｐ連主催事業への参加費はＰＴＡ会計が指

定した期日までに申請を行うこととし、年度末にまとめて支給される。 

 

第 ６ 条 各ＰＴＡサークルは、活動報告書についての会計報告書を年度末にＰＴＡ 

 役員会に提出する。 

 

第 ７ 条 サークルとの連絡は、役員のサークル担当者とする。 

 

第 ８ 条 各ＰＴＡサークルは、各サークル会員の互選により第４章 第7条のP会 

員から代表者を決め、代表者はサークル担当役員と連絡を取り、会務を執

行する。 

 

第 ９ 条 ＰＴＡサークルの新設は、現東深沢小学校ＰＴＡ会員1名以上の名簿、 

 並びに年間計画書、ＰＴＡサークル新設申請書を役員会に提出し、役員会 

 での審議、運営委員会での承認を経て、認められる。但し、助成金は次年 

 度より支給される。 

 

第 １ ０ 条 ＰＴＡサークルは以下の項目のいずれかに該当する状態となった場合、廃 

部となる。 

1. サークルの代表者より廃部の申し出があった場合。 

2. サークル設置基準を満たさず２年以上経過した場合。 

3. 活動報告書に記載事項がないなどから、役員会が、活動休止状態であ 

ると判断した場合 

 

この規約は、令和７年５月から実施する。 

 


